
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

「医療タイムス」平成１６年４月５日号  

特別医療法人制度の改正 
制度改正に関する通知（平成１６年３月１日付）の要点及び制度の有用性 
 
長 英一郎 
 

 
はじめに 
 特別医療法人制度の改正については平成１５年１１月５日付の官報でその概要が公示さ

れたところであるが、更に平成１６年３月１日に改正の詳細を記載した『「医療法施行規則

の一部を改正する省令」等の施行について』等の通知が公表された。本稿では「通知」の

要点を述べたうえで、特別医療法人制度の有用性について探ってみたい。 
 
＜制度改正に関する通知＞ 
改正の趣旨 
特別医療法人については、従前より公的な運営を確保するため、認可に当たっては一定

の要件（公益性の要件）が設けられていた。今回の改正では特別医療法人制度をより利用

しやくするため、要件を緩和するとともに、病院経営の安定的運営の確保を図るために、

自己資本比率に係る要件を引き上げるなどの所要の改正が行われた。 
 
改正の内容 
 
１ 病床規制の緩和 
改正省令施行前においては、特別医療法人は、いわゆる緩和ケア、高度のがん治療など

９種の特定の病床を有しなければならないこととされていたが、この他新たに厚生労働大

臣が定める基準に該当する病院又は診療所であることを要件として追加し、いずれかに該

当すればよいこととした。厚生労働大臣が定める基準に該当する病院としては老人デイケ

ア施設、訪問看護ステーションを実施している病院や病床数の５０パーセント以上が療養

病床である病院などがある。診療所においても病院と類似した病床規制の緩和がなされた

が、診療所のみを有する医療法人は１５床以上の救急診療所を除き特別医療法人の要件を

みたすことができない。 
 
２ 収入金額に係る要件の緩和 
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社会保険診療に係る収入が、収入の８割を越えるものであることとされている要件につ

いて、健康増進法（平成１４年法律第１０３号）第６条各号に掲げる健康増進事業実施者

が行う同法４条に規定する健康増進事業（健康診査に係るものに限る。）に係る収入を社会

保険診療に係る収入の一つとして追加した。 
 
３ 収益業務の範囲の拡大 
特別医療法人が実施することを認められている業務の範囲を医療経営の安定的運営に支

障のない範囲で拡大した。収益業務の範囲は日本標準産業分類（平成１４年３月７日総務

省告示第１３９号）に基づくものであり、卸売・小売業、飲食店、宿泊業、サービス業等

医療に直接関係ない業務も含まれる。収益業務を実施する場合には新定款において表１の

ように記載する。 
 
表１（特別医療法人モデル定款 第６条） 
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第６条 本社団は、第４条及び前条に掲げる業務のほか、医療法４２条第２項の規定によ

り、次の収益業務を行う。 
（１） 駐車場業 

（２） 料理品小売業 
 

収益業務の実施に当たっては、医療法の規定に基づく定款変更等のみではなく、それぞ

の行う業務に係る関係諸法令を遵守し、許可、届出等の手続きに遺漏がないように留意

る必要がある。特別医療法人の認可申請上、実施するそれぞれの収益業務に係る関係法

に基づく、許可書、届出書等を参考に添付するものとされている。 
また、収益業務を定款等に記載する場合には、具体的に記載しなければならない。上記

定款例でいえば、不動産業や小売業ではなく、駐車場業や料理品小売業のように記載す

（表１参照）。 
特別医療法人が収益業務を行う場合にあっては、収益業務から生ずる所得に関する経理

収益業務以外の業務から生ずる所得に関する経理とをそれぞれ区分して行わなければな

ない。この場合の「所得に関する経理」とは、単に収益及び費用に関する経理だけでな

、資産、負債及び資本に関する経理についても同様にその区分経理が行われなければな

ない。 
定款に記載する収益業務には当該医療法人の開設する病院等の業務の一部として又はこ

に付随して行われるものは含まれないものとし、特段の定款変更等は要しない。例えば、

院等の建物内で行われる売店、敷地内で行われる駐車場業等は、病院等の業務に付随し

行われるものとされ、現定款を変更する必要はない。 
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４ 階層的給与規制の廃止及び役員の報酬規制 
 医師等に対する給与について改正前は年間の給与支給総額が 3,600 万円を超えることが

できないことに加えて同種の職務内容及び年齢の役職と比較した階層的な給与規制がなさ

れていた。しかし、医療機関が柔軟な給与体系を構築し、優秀な医師や職員を採用できる

よう階層的給与規制については廃止された。 
 また、役員（理事、監事、評議員）の報酬については職務状況に応じた支給のみが認め

られる（表２参照）。すなわち、職務に従事していない役員に対しては理事会、評議員会等

に出席した場合の日当の支給のみ認められる。 
 
表２（特別医療法人モデル定款 第１５条の２） 
 
 
第１５条の２ 役員には、その地位のみに基づいては報酬を支給しない。 
 
特別医療法人のモデル定款で３月決算の場合は３月末の社員総会と評議員会で役員報酬

（医師給等を含む）を予算計上し、各々承認と同意を受けていくことに留意する必要があ

る。支給限度額の形式基準として税務上重視されるからである。 
 

５ 自己資本比率に係る要件の引上げ 
 特別医療法人の自己資本比率について、20％から 30％に引き上げられた。ただし、医療

法人が土地又は建物を自己所有している場合には自己資本比率に関する制限はない。 
「特別医療法人に係る定款変更（寄付行為）変更認可申請書」及び「特別医療法人設立

認可申請書」を提出する際には、自己資本比率 30％以上有していることを証する書類（貸

借対照表等）を添付しなければならない。土地又は建物を自己所有している場合には医療

法人所有を証明する登記簿謄本が証明書類となりうるものと考えられる。 
 

＜制度の有用性＞ 
 制度の改正により特別医療法人移行への要件が緩和され対象となる医療法人は大幅に拡

大した。しかし、出資持分の定めのある一般の社団医療法人から特別医療法人移行する際

には①清算所得課税（法人税法９２条、法人税法９３条）②みなし譲渡所得課税（所得税

法第５９条）③贈与税（相続税法６６条）④配当所得課税（所得税法第２５条１項五号）

が生じる可能性が高い。特定医療法人は、大蔵省・国税庁・厚生省の三者による覚書（昭

和３９年１２月２８日付）により移行時非課税の根拠通知があるが、特別医療法人にはそ

のような通知はないからである。したがって、現段階では特別医療法人に移行する際には

まず特定医療法人の承認を得て非課税を確定した上で特別医療法人の認可を受けることが

無難である。 
 特定医療法人の承認後に特別医療法人の認可を受けた場合には当該医療法人は収益業務

が実施できるだけでなく、法人税率が一律２２％になるというメリットがある。特定医療
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法人の関連法人であるＭＳ法人（メディカル・サービス法人）が収益業務を実施した場合

には３０％の法人税率が適用されるから、特定医療法人自ら収益業務を実施した方が法人

税軽減を図ることができ有利である。ＭＳ法人は税務調査や特定医療法人の承認要件を満

たしているか否かの審査で指摘を受けることが多いことに鑑みても、ＭＳ法人の有用性は

低い。 
収益業務規制の緩和により特別医療法人の収益業務の範囲は拡大された。しかし、20％

制限（収益業務収入・自由診療収入などの保険診療収入以外の収入が全収入の 20％以下で

なければならないこと）と原価比率制限（医業収入金額は医業直接原価の 1.5 倍の範囲内で

あること）が撤廃されていないので、規模の拡大は見込めず片手間的な収益業務にならざ

るを得ないという点で問題がある。 
以上より、特定医療法人が特別医療法人の認可を受けた上で、限定的に収益業務を実施

し法人税の軽減を図るのであれば、特別医療法人制度を活用する有用性はあるものと考え

られる。 
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